
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
い
て
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所

（
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
い
て
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
所

得
税
額
の
特
別
控
除
）

得
税
額
の
特
別
控
除
）

第
十
二
条
の
二

省

略

第
十
二
条
の
二

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の

４

同

上

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

そ
の
事
業
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

一

そ
の
事
業
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
用
に
供
し
た
特
定
機
械
装
置
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機

て
同
じ
。
）
の
用
に
供
し
た
特
定
機
械
装
置
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機

械
装
置
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
不
動
産
所
得
の
基
因
と
な

械
装
置
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
不
動
産
所
得
の
基
因
と
な

る
資
産
で
あ
る
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

税
額
控
除
に
関
す
る

る
資
産
で
あ
る
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

税
額
控
除
に
関
す
る

規
定
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
税
額
計
算
特
例
規
定
（
所
得
税
法

規
定
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
税
額
計
算
特
例
規
定
（
所
得
税
法

第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
、
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
及
び
第
百
六
十
五
条
の
六

第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
、
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
及
び
第
百
六
十
五
条
の
六

の
規
定
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
十
条

の
規
定
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
十
条

の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
四
第
三
項
、
第
十
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第

の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
四
第
三
項
、
第
十
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第

十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
の
五
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条

十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
の
五
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条

の
五
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
条
の
五
の
五
第
三
項
、
第
四
十
一
条
第

の
五
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
条
の
五
の
五
第
三
項
、
第
十
条
の
五
の

一
項
、
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
八
第
二
項
、
第
四
十
一

六
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
一

条
の
十
八
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九

項
、
第
四
十
一
条
の
十
八
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
、
第
四
十
一

の
二
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
四
十

条
の
十
八
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九

一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
い
う
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三

の
三
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
及
び
第
二

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し
な

項
の
規
定
を
い
う
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

い
で
計
算
し
た
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額
に
利
子
所
得
の
金
額

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
そ
の
年
分
の
総
所
得

、
配
当
所
得
の
金
額
、
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
、
給
与
所
得
の
金

金
額
に
係
る
所
得
税
の
額
に
利
子
所
得
の
金
額
、
配
当
所
得
の
金
額
、
不
動
産
所
得

額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適

の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
、
給
与
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
控
除
を

の
三
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所

し
た
残
額
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
譲
渡
所
得
の
金

得
の
金
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
残
額
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の

額
（
所
得
税
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
譲
渡
所
得
の
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
三
条
第
三
項

は
、
そ
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に

第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当

お
い
て
同
じ
。
）
、
一
時
所
得
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
及
び
雑
所
得

す
る
金
額
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
一
時
所
得
の
金

1



の
金
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
不
動
産
所
得
の
金
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
不
動
産

た
金
額

所
得
の
金
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二
・
三

省

略

二
・
三

同

上

５
～
７

省

略

５
～
７

同

上

８

法
第
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
事
業
所
得
税

８

法
第
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
事
業
所
得
税

額
計
算
特
例
規
定
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
十

額
計
算
特
例
規
定
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
十

条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
四
第
三
項
、
第
十
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第

条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
四
第
三
項
、
第
十
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第

十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
の
五
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の

十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
の
五
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の

五
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
十
条
の
五
の
五
第
三
項
の
規
定
を
い
う
。

五
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
条
の
五
の
五
第
三
項
並
び
に
第
十
条
の
五
の

以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別

六
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
を
い
う
。
以
下
第
十
二
条
の
三
の
三
ま
で
に
お
い

措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
三
第
八
項
中
「
規
定
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
、
」
と

て
同
じ
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
三
第
八
項
中

、
「
規
定
を
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

「
規
定
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
、
」
と
、
「
規
定
を
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
並

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
」
と
す

び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

る
。

第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
」
と
す
る
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
て
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所

得
の
特
別
控
除
の
特
例
）

第
十
三
条
の
五

法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
帰
還
・
移
住
等

環
境
整
備
推
進
法
人
は
、
公
益
社
団
法
人
（
そ
の
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
総
数

の
二
分
の
一
以
上
の
数
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
公
益
財
団
法
人
（
そ
の
設
立
当
初
に
お
い
て
拠
出
を
さ
れ
た
金
額
の
二
分
の
一
以

上
の
金
額
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て

、
そ
の
定
款
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
そ
の
残
余
財
産
が
地
方
公
共

団
体
又
は
当
該
法
人
と
類
似
の
目
的
を
も
つ
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
法

人
に
帰
属
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
）

（
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
）

第
十
三
条
の
五

法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場

第
十
三
条
の
六

法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
、
第
四

）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
、
第
四

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
三
十
七
条
の
五
第
六
項
中
「
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

は
、
同
法
第
三
十
七
条
の
五
第
六
項
中
「
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨

2



時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
六
第
一
項

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
七
第
一
項

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
同
条
の
」

と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
同
条
の
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

と
あ
る
の
は
「
同
条
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
第
二
十
五
項

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
第
二
十
五
項

中
「
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
も
の
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六

中
「
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
も
の
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七

第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

て
同
じ
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
、
資
産
又
は
譲
渡
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」

定
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
、
資
産
又
は
譲
渡
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」

と
、
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六

と
、
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
十
二
項
中
「
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の

の
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
十
二
項
中
「
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の

は
「
該
当
す
る
も
の
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に

は
「
該
当
す
る
も
の
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
四
項
（
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
又
は

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
又
は

資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
「
（
こ
れ
ら

資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
「
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

の
規
定
を
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
」
と
す
る
。

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
」
と
す
る
。

２

法
第
十
一
条
の
六
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
条
第

２

法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
家
屋
又
は
同
条
第
五

二
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
家
屋
又
は
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
不
能
家
屋
等
」
と
い
う
。
）

項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
不
能
家
屋
等
」
と
い
う
。
）

を
同
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
（
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

を
同
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
（
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
居
住
不
能
家
屋
等
が
当
該
被

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
居
住
不
能
家
屋
等
が
当
該
被

相
続
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

相
続
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

３

法
第
十
一
条
の
六
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一

３

法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一

条
の
三
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
五
又
は
第
四
十
一

条
の
三
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
五
又
は
第
四
十
一

条
の
五
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
法
第
十
一
条
の

条
の
五
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
法
第
十
一
条
の

3



六
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

七
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
所
有
期
間
に
つ
い
て
は
、
法

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
所
有
期
間
に
つ
い
て
は
、
法

第
十
一
条
の
六
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算

第
十
一
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
に
対
し
て
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の

特
別
控
除
の
特
例
）

第
十
八
条
の
八

法
第
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
帰
還
・
移
住
等

環
境
整
備
推
進
法
人
は
、
公
益
社
団
法
人
（
そ
の
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
総
数

の
二
分
の
一
以
上
の
数
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
公
益
財
団
法
人
（
そ
の
設
立
当
初
に
お
い
て
拠
出
を
さ
れ
た
金
額
の
二
分
の
一
以

上
の
金
額
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て

、
そ
の
定
款
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
そ
の
残
余
財
産
が
地
方
公
共

団
体
又
は
当
該
法
人
と
類
似
の
目
的
を
も
つ
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
法

人
に
帰
属
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
事
業
に
よ
り
農
用
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移

（
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
事
業
に
よ
り
農
用
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移

転
登
記
の
税
率
の
軽
減
の
特
例
）

転
登
記
の
税
率
の
軽
減
の
特
例
）

第
三
十
一
条
の
三

省

略

第
三
十
一
条
の
二
の
二

同

上

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
が
取
得
を
し
た
不
動
産
に
係
る
所
有
権
等
の
移

転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
四
十
条
の
四
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
帰
還
・
移
住
等
環
境

整
備
推
進
法
人
は
、
公
益
社
団
法
人
（
そ
の
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
総
数
の
二

分
の
一
以
上
の
数
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

公
益
財
団
法
人
（
そ
の
設
立
当
初
に
お
い
て
拠
出
を
さ
れ
た
金
額
の
二
分
の
一
以
上
の

金
額
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ

の
定
款
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
そ
の
残
余
財
産
が
地
方
公
共
団
体

又
は
当
該
法
人
と
類
似
の
目
的
を
も
つ
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
法
人
に

帰
属
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則
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こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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